
生活援助申立書提出要否判断フロー

同居家族等がいる（同一敷地内別居含む）　　※同居・別居の別は住民票ではなく居住実態で判断します

世帯全員が要介護認定者または障害者

手帳の交付あり

同居家族等が障害・疾病 その他の理由

※適切なアセスメントの上、総合的な援助が

なされるよう検討します。

注）同居家族等が障害者手帳をお持ちの場合、

同居家族等に対するサービスは障害福祉に

よるサービス提供になります。

注）同居家族等が援助できないやむを得な

い理由がある場合でも介護認定のない（障

害者手帳の交付を受けていない）同居家族

等に対する生活援助（利用者との共有部分

を含む）の提供はできません。

●同居家族等に障害・疾病はないが援

助できないやむを得ない事情あり

注）同居家族等が援助できないやむを

得ない理由がある場合でも同居家族等

に対する生活援助（利用者との共有部

分を含む）の提供はできません。

申立書不要 申　　　立　　　書　　　必　　　要

介護認定・障害者手帳の交付なし


